


   飯能市議会基本条例の一部を改正する条例（案） 

 

飯能市議会基本条例（平成２４年条例第１８号）の一部を次のように改正す

る。  

第１９条の見出し中「ＩＣＴ」を「情報通信技術」に改め、同条中「ＩＣＴ

（高度情報通信ネットワーク社会形成基本法（平成１２年法律第１４４号）第

１条の情報通信技術をいう。）」を「情報通信技術」に改める。  

   附 則  

 この条例は、公布の日から施行する。  

 

 提案理由  

 高度情報通信ネットワーク社会形成基本法（平成１２年法律第１４４号）の

廃止に伴い、提案するものである。  



飯能市議会基本条例新旧対照表  

 

改正後  改正前  

（ 情報通信技術 の積極的活用）  

第１９条 議会は、 情報通信技術 を

積極的に活用するものとする。  

（ＩＣＴ の積極的活用）  

第１９条 議会は、ＩＣＴ（高度情報

通信ネットワーク社会形成基本法

（平成１２年法律第１４４号）第１

条の情報通信技術をいう。） を積極

的に活用するものとする。  
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